
  
 

大和市告示第１８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により市道の路線を次のとおり認定し、同法 

第１８条第１項の規定により次のとおり道路の区域を決定する。                

なお、関係図面は、本市都市施設部土木管理課において、平成３１年２月１３日から２週間（た

だし、日曜日及び土曜日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

平成３１年２月１３日 

大和市長 大 木  哲   

 
 

路 線 名 起   点 終   点 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 
重要な 
経過地 

文ヶ岡２９５

号 
上草柳字東ヶ里 

９９１番１ 
上草柳字東ヶ里 

９８７番１ 
  ４．００ 

 ～４．４８ 

１７９．３０ 

 

 

渋谷１０１号 渋谷六丁目 
１００番２５ 

渋谷六丁目 
１００番３２ 

  ５．９７ 

 ～６．００ 

３１１．５０ 

 

 

渋谷１０９号 渋谷六丁目 
１００番３０ 

渋谷六丁目 
１００番３１ 

  ６．００ 

 

６７．４８ 

 

 

渋谷１２１号 渋谷七丁目 
１００番３４ 

渋谷七丁目 
１００番２６ 

   ５．９９ 

～１０．５１ 

２６３．００ 

 

 

渋谷１２３号 渋谷七丁目 
１００番３３ 

渋谷七丁目 
１００番３１ 

  ６．００ 

 

４６．６２ 

 

 

渋谷１３６号 渋谷六丁目 
１００番１６ 

渋谷六丁目 
１００番１６ 

  ４．００ 

 

３０．８８ 

 

 

 


